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業務の適正を確保するための体制
当社は取締役会において、次のとおり「内部統制基本方針」を決議し、この方針に基づき、
業務の適正を確保するための体制を整備しています。
（1）当社取締役および使用人並びに当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令お
よび定款に適合することを確保するための体制
①「経営理念」、「経営人事理念」および「企業行動規範」を定め、これらを当社および当社
子会社に周知し、当社グループ経営、業務の健全性を高める。

② 当社取締役および執行役員並びに当社子会社の取締役等は、「経営理念」、「経営人事理
念」および「企業行動規範」の遂行、遵守を率先垂範し、また、社会の一員として社会
規範・倫理に則って行動して健全な企業文化の維持形成に努める。

③ 当社取締役会は、法令、定款に則り会社の重要な業務執行の意思決定を行うほか、当社
取締役の職務の執行を監督する。当社取締役会による意思決定に関しては、必要に応じ
て外部専門家の意見を聴取し、また、社外の監査役および取締役による公正、客観的な
助言、意見等を受けて、適正かつ合理的に判断、決定する。

④ 当社取締役は、その職務執行に関して、法令および定款への適合性に関して問題がある
と認めるときは、ただちに当社取締役会に報告する。

⑤ 当社は、業務執行部門から独立する部門として「内部監査室」を設置する。同室は、「内
部監査基本規程」に基づき、経営目標の効果的な達成のために、当社および当社子会社
に対してリスクマネジメント、コントロールおよびガバナンスプロセスの有効性等の検
討、評価およびこれによる意見および改善のための助言、勧告ならびに支援を行い、定
期的にこれらを当社取締役会に報告する。

⑥ 当社グループの全社的なコンプライアンス推進を図るために、「コンプライアンス委員
会」を設置し、社員への指導、教育等コンプライアンス・プログラムの策定およびその
実施状況を統括する。

⑦ 不正・不適切なおそれのある行為等に関し、通常の職制ラインによって通報されにくい
社員からの情報を収集、調査のうえ、当該行為等があるときは適切な是正・改善等措置
を講じるため、当社子会社の主要拠点をはじめ、グループ全社的な内部通報・相談窓口
の設置、活用を促進する。

⑧ 当社における反社会的勢力による被害を防止するために、不当な要求には一切応じない
などの対応方針を定め、社内への周知徹底を図る。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 当社取締役の職務執行に関する情報は、文書管理等社内規定に基づき、情報の取扱い、
保管方法・期間等を定め、常時、その閲覧に供する。

② 情報の適切な取り扱い、保管等を推進してその漏洩を予防し、また、その漏洩危機の早
期発見を図るために、情報セキュリティポリシーを定め、これをグループ全社的に周知
するとともに、当社内に「情報セキュリティ委員会」を設置し、これらの実現に資する
ための施策を推進する。

（3）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 当社は、当社および当社子会社におけるリスク管理について定める「リスクマネジメン
ト規定」を策定し、グループ全体のリスクを統括的に管理する。

② 当社は、社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社および当社
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子会社における損失の危険の早期発見と回避のためのグループ全社的なリスクマネジメ
ントを促進する。また、「リスクマネジメント委員会」の諮問機関として「リスクマネジ
メント運営委員会」を設置し、グループ全社的なリスクマネジメントの実効性を確保する
ためにその運営に当たる。

③ 当社または当社子会社において天災その他の突発的事象による被害のおそれがあると見
込まれるときは、「危機管理規定」等社内規定に基づき、特別・臨時に「対策本部」を設
置し、被害の予防、回避のために迅速な処置を推進する。

（4）当社取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制
① 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を
具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全社的な重点経営目標および予算配分等を
定める。

② 取締役の業務執行権限を執行役員に委譲するとともに、取締役会の決議および社内規定
により、その担当職務および責任権限等を明らかにして、適正、効率的な執行役員体制
をとる。

③ 当社経営上の目標達成に向けて対処すべき重要な課題については、執行役員等が「グロ
ーバル経営会議」および「執行役員会議」において情報の共有、伝達等を図るとともに、
当該課題に関わる諸施策の検討、審議等を経たうえで、必要に応じて取締役会への報告
または議案の上程を行う。

④ 社内イントラネット、テレビ会議等の情報通信設備を活用し、取締役の職務上必要な情
報の円滑・迅速な伝達、その相互の情報交流ならびに審議の活性化を図る。

（5）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社お
よび子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制
① 当社は、当社の定める規定に基づき、子会社から、当該子会社の営業成績、財務状況、
人事その他の経営上の重要事項について、定期的に報告を受けるほか、当該子会社にお
いて天災その他の突発的事象による被害のおそれがあると見込まれるときは、発生の都
度、その状況等の報告を受ける。また、当該報告を踏まえ、当社グループ経営上の目標
達成に向けて対処すべき重要な課題があると認められるときは、関係する当社執行役員
等が「グローバル経営会議」において、当該課題に関わる諸施策の検討、審議を行い、
必要に応じて子会社の業務執行状況のモニタリング、指導および監督を行う。

② 子会社の事業等に関して特に必要あるときは、当社取締役・執行役員等の当該子会社へ
の出向、派遣により、その監督または執行に当たる。

（6）監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役からの独立性並びに当該使用
人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、業務執行部門から独立する部門に当該使用人を専属
させ、その職務規定等により監査役の指揮命令に従うものとする。また、当該使用人の人
事上の評価、異動および懲戒は、監査役の意見を尊重して、これらを行う。
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（7）取締役および使用人が監査役に報告するための体制、子会社の取締役、監査役、業務を執
行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者および使用人またはこれら
の者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関す
る体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役は、その職務執行において、法令および定款への適合性に関して問題があると認
めるときは、ただちにこれを監査役に報告する。

② 監査役は、取締役会に出席するほか、第５項①に掲げる重要な事項、課題に関わる業務
の執行状況を把握するために「グローバル経営会議」等会議に出席し、また、稟議書の
ほか業務執行に関わる重要な文書を閲覧するとともに、取締役、執行役員等にその説明
を求めることができる。

③ 監査役は、会計監査人および「内部監査室」から、それぞれの監査の方針および実施状
況に関して定期的に説明を受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図る。

④「内部監査室」は、監査役に対し、当社および当社子会社におけるコンプライアンス、リ
スク管理、内部通報・相談等の内部監査等の状況について、定期的または適時に報告す
る。

（8）監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
当社は、社内規定により、当社監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該
報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、当該報告を行
った者およびその内容について適正な情報管理を行う。

（9）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役による監査計画の円滑な遂行に資するため、あらかじめ当該計画上の職務に要す
る費用を見込み、その年間予算を計上する。

② 監査役がその職務の執行について生ずる会社法第388条各号に掲げる費用または債務に
関し、当社に対し、その前払い、支出した費用の償還、または債権者への弁済の請求が
あったときは、担当部署において審査のうえ、その費用等が当該監査役の職務の執行に
必要でないことが明らかなものを除き、遅滞なく当該請求の費用等を支弁する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、前記の方針に則って実施、運用しています。当期における主な取り組みの概要は以
下のとおりです。なお、依然として続くコロナ禍の折り、密な接触、出勤の差し控え等に努め
るために当該取り組みにおいても諸会議・研修等のリモート化、少人数化、時間短縮・延期等
の措置を講じておりますが、以下の体制の運用にあたって支障が生じる等の重大な影響は見ら
れません。
（1）コンプライアンス体制

「コンプライアンス委員会」は、当社および子会社を含むグループの「経営理念」、「経営
人事理念」、「企業行動規範」の実践、遵守の促進活動のための年間計画の策定、実践状況
の評価を行うとともに、同委員会のもとに内部通報窓口を社内外に開設のうえ、日本国内
外に在籍する役職員からの通報、相談等を受け付けています。また、当社ホームページに
掲載の「反社会的勢力に対する基本方針」に則り、社内への周知徹底を図っています。

（2）リスク・情報管理体制
「リスクマネジメント委員会」は、2020年度は新型コロナ感染症の拡大の影響により、集
合での会議に変えて、メール活用を主体として活動を行いました。その中でグループのリ
スク対策の重点活動年度計画を期初に検討、策定のうえ、その活動状況のモニタリング、
期末の評価を行い、また、グループ事業に関わる危機管理規定に基づき、災害等発生時に
おける事業継続計画（BCP）上の予備訓練の促進などに取り組んでいます。また、「情報
セキュリティ委員会」においては、情報セキュリティ・ポリシーに基づくグループ内情報
の取り扱い、管理に関わる支援、指導等活動を行っています。

（3）監査体制
重要な業務執行の状況、会計監査ならびに内部監査の経過等に関し、監査役によるモニタ
リング充実化のため、従来は常勤監査役が、グループ主要事業エリアの担当執行役員等が
業務実施状況の報告等を行う「グローバル経営会議」に陪席してきましたが、2020年度
は、新型コロナ感染症拡大の影響を受け、オンライン形式でセグメント別の会議を開催し
陪席しました。また、監査役、会計監査人および「内部監査室」専属の監査員が参集して
各監査状況の説明等を行う「三様監査連絡会」を定期的に開催しています。
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連結株主資本等変動計算書
（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

株主資本

資本金 資 本
剰余金

利 益
剰余金 自己株式 株主資本

合 計
当 期 首 残 高 12,533 14,571 102,355 △10,401 119,059
当 期 変 動 額

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △3 △3
剰 余 金 の 配 当 △4,054 △4,054
連 結 範 囲 の 変 動 △93 △93
親会社株主に帰属する当期純利益 9,287 9,287
自 己 株 式 の 取 得 △930 △930
自 己 株 式 の 処 分 449 △2 607 1,054
自 己 株 式 の 消 却 △5,518 5,518 ―
利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替

5,069 △5,069 ―

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 ― △97 161 5,195 5,259
当 期 末 残 高 12,533 14,474 102,516 △5,206 124,318

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

非 支 配
株主持分

純資産
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累 計 額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,194 △16 △11,935 △1,387 △12,145 40 11,760 118,714
当 期 変 動 額

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △3
剰 余 金 の 配 当 △4,054
連 結 範 囲 の 変 動 △93
親会社株主に帰属する当期純利益 9,287
自 己 株 式 の 取 得 △930
自 己 株 式 の 処 分 1,054
自 己 株 式 の 消 却 ―
利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替

―

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

1,486 △11 △1,977 745 243 △4 1,052 1,290

当 期 変 動 額 合 計 1,486 △11 △1,977 745 243 △4 1,052 6,550
当 期 末 残 高 2,681 △27 △13,913 △641 △11,901 35 12,812 125,264

― 5 ―

　



連 結 注 記 表
　
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 19社
主要な連結子会社の名称 フジテック アメリカ INC.（米国）

フジテック シンガポール CORPN. LTD.（シンガポール）
華昇富士達電梯有限公司（中国）
フジテック（HK）CO., LTD.（香港）

当連結会計年度において、当社の完全子会社であるフジテック UK LTD.を通じて、Amalgamated
Lifts Limitedの発行済み全株式を取得したことにより、新たに子会社となったため、連結の範囲に含め
ています。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社 フジテック アルゼンチーナ S.A.（アルゼンチン）
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および
利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の
範囲から除外しています。

　
２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社の数および主要な会社の名称

該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称等

持分法を適用していない非連結子会社（フジテック アルゼンチーナ S.A. 他）は、当期純損益（持分に
見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に
及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。

３．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
非連結子会社株式…移動平均法による原価基準
その他有価証券
・時価のあるもの …… 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）
・時価のないもの …… 移動平均法による原価基準
②デリバティブの評価基準及び評価方法 …… 時価法

― 6 ―

　



③たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として個別法または総平均法による原価基準（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
主として定率法を採用していますが、一部の在外連結子会社は定額法を採用しています。
ただし、当社では、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　 建物及び構築物 ３～50年
　 機械装置及び運搬具 ２～20年
　 工具、器具及び備品 ２～20年
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってい
ます。
③リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
なお、一部の在外子会社については、IFRSに基づき財務諸表を作成しており、IFRS第16号（リース）を
適用しています。IFRS第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリースを貸借対照
表に資産および負債として計上しています。

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金 …… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しています。

②賞与引当金 …… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計
上しています。

③役員賞与引当金 …… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上
しています。

④工事損失引当金 …… 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引
渡工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積も
ることが可能な工事について、損失見込額を計上しています。

⑤完成工事補償引当金 …… 完成工事に係る無償補償費に充てるため、完成工事売上高に対し、将来発
生が見込まれる無償補償費の見積額を計上しています。
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(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項
①連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度末日は、すべて12月31日であります。なお、連結計算書類の作成にあたっては、同
日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行って
います。
②重要な収益及び費用の計上基準
　完成工事高および完成工事原価の計上基準
　・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
　 … 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
　・その他の工事 … 工事完成基準
③退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を
控除した金額を計上しています。
　・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっています。

　・数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ
り費用処理しています。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しています。

④重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は当期の損益として処理しています。
在外子会社等の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円換算し、収益および費用は期中平均相場
により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めて計上して
います。なお、在外子会社等の決算日から連結決算日までの間に為替相場に重要な変動があった場合には、
在外子会社等の貸借対照表項目を連結決算日の為替相場で円貨に換算しています。
⑤消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
⑥のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、14年間または20年間の定額法により償却を行っています。
⑦ヘッジ会計の方法
　・ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジによっています。一部の連結子会社の為替予約取引については、ヘッジ会計を適
用しておりません。
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　・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建予定取引、預金

　・ヘッジ方針
デリバティブ取引に関して、リスクヘッジを目的とする取引を各社財務部門にて行っており、ヘッジ対
象に係る金利変動リスクおよび為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしています。

　・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の
累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。

会計上の見積りに関する注記
当社グループの翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響が特に大きいと考えられる見積り項目は以下のとお
りです。

工事損失引当金
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
工事損失引当金 7,761百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループでは、連結会計年度末における未引渡工事のうち、当該工事の見積原価総額が受注金額を超
える可能性が高く、かつ損失予想額を合理的に見積ることができる場合に、損失見込み額を計上していま
す。工事の見積原価総額の算定は、契約内容や過去の同一機種の原価実績など、入手可能な情報から見積り
ます。算定に用いる仮定は、契約の変更、施工条件および資材・外注価格の動向など様々な要因により変動
するため、継続的に検証し、見積りの改定を行います。
　これらの見積りの改定や、実際に発生した製造原価が見積りと異なる場合に、翌連結会計年度の工事損失
引当金や売上総利益の金額に重要な影響を与える可能性があります。

表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度か
ら適用し、連結注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しています。
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追加情報
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
　当社は、2020年11月６日開催の取締役会の決議により、当社従業員に対する中長期的な企業価値向上へのイ
ンセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒
常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」（以下、「本プラ
ン」といいます。）を導入しました。
(1) 取引の概要
　本プランは、「フジテック社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を対象
とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「フジテック社員持株会専用信託」
（以下、「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、今後５年間にわたり持株会が取得すると見込ま
れる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得
します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時
点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適
格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証を
しているため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持
信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

(2) 信託に残存する自社の株式
　従持信託に残存する当社株式を、従持信託における帳簿価額（付随費用を除く。）により、純資産の部に
自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、当連結会計年度810百万円、
362千株です。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 当連結会計年度809百万円

新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りへの影響
　新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社グループの事業活動に影響を与えておりますが、感染再拡大を繰り
返すなど、その収束時期を予想することは困難な状況にあります。世界各国でのワクチン普及などの対策が進む
ことで、翌連結会計年度の後半から収束に向かうとの前提により、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性
などの会計上の見積りを行っています。

連結貸借対照表に関する注記
１．担保資産
担保に供している資産および担保付債務は次のとおりです。
建物及び構築物 2,106百万円
機械装置及び運搬具 99百万円
土 地 252百万円
　 計 2,457百万円
上記に対応する債務はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 32,102百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類および総数

　

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

普通株式 90,067 ― 4,767 85,300
（変動事由の概要）
　増減数の内訳は、次のとおりです。
　 2020年12月４日開催の取締役会決議による自己株式の消却 4,767千株

２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

　

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円) 基準日 効力発生日

2020年６月23日
定時株主総会 普通株式 2,432 30.00 2020年３月31日 2020年６月24日

2020年11月６日
取締役会 普通株式 1,621 20.00 2020年９月30日 2020年12月１日

　
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2021年６月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株主の配当に関する事項を次のとおり提案
しています。

　

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円) 基準日 効力発生日

2021年６月22日
定時株主総会 普通株式 3,260 利益剰余金 40.00 2021年３月31日 2021年６月23日

(注)2021年６月22日定時株主総会決議の配当金の総額には、信託型従業員持株インセンティブ・プラン
（E-Ship）として保有する当社株式に対する配当金14百万円を含めています。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種
類および数
　 普通株式 39千株
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に昇降機･電気輸送機の生産、販売、据付、保守事業を行うための設備投資資金を内部
資金または借入により調達しています。一時的余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転
資金を内部資金または短期の借入により調達しています。デリバティブは、為替または金利変動リスクを回
避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社
は与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定
期的に把握する体制としています。連結子会社においても、同様の管理を行っています。また、当社グルー
プがグローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されて
いますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の
株式であり、定期的に時価を把握し、取引先との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。また、その一部には、原
材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建て
の売掛金残高の範囲内にあります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に必要な資
金の調達を目的としたものです。
デリバティブ取引は、外貨預金に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引です。
デリバティブ取引に関して、当社グループは、リスクヘッジを目的とした取引を各社財務部門において行っ
ており、その結果は、当社財務本部および財務担当役員に報告されています。なお、デリバティブ取引の利
用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

　
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。また、「2. 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すもの
ではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。 ((注２) 参照)

(単位:百万円)
連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

(1) 現金及び預金 68,348 68,348 ―
(2) 受取手形及び売掛金
（貸倒引当金控除前） 59,022 57,195 △1,827

(3) 投資有価証券
　 その他有価証券 8,048 8,048 ―
(4) 長期貸付金 23 23 △0
資産 計 135,443 133,615 △1,827
(1) 支払手形及び買掛金 15,026 15,026 ―
(2) 電子記録債務 4,734 4,734 ―
(3) 短期借入金 2,317 2,317 ―
(4) 長期借入金 809 809 ―
(5) リース債務(※1) 593 566 △27
負債 計 23,480 23,453 △27
デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (0) (0) ―
ヘッジ会計が適用されているもの (32) (32) ―
デリバティブ取引 計 (32) (32) ―
(※1)流動負債のその他と固定負債のその他に含まれているリース債務を合算して表示しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については（ ）で示しています。
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
　 資 産

(1) 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(2) 受取手形及び売掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間および信用リスクを加
味した利率等により割り引いた現在価値によっています。

(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。
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(4) 長期貸付金
長期貸付金の時価の算定は、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を残存期間に対応する安全性の
高い利率で割り引いた現在価値により算定しています。

　 負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務および(3) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(4) 長期借入金
長期借入金については、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」の導入に伴う信託口に
おける金融機関からの借入金であり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっています。

(5) リース債務
リース債務については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定する方法によっています。

　 デリバティブ取引
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
　

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　 (単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

投資有価証券
　その他有価証券
　 非上場株式 112

　関係会社株式 610
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めていません。

　
１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,385円 45銭
１株当たり当期純利益 114円 52銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 114円 46銭
(注) １株当たり情報の算定上の基礎となる期末の普通株式の数および普通株式の期中平均株式数について、その

計算において控除する自己株式に、信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）として保有する当
社株式を含めています。

(注) 連結計算書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書
（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他
資本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

配 当
準 備
積立金

研 究
開 発
積立金

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

当 期 首 残 高 12,533 14,565 ― 14,565 1,337 47 900 800 3,500 37,137 43,722
当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の積立 23 △23 ―
固定資産圧縮積立金の取崩 △3 3 ―
剰 余 金 の 配 当 △4,054 △4,054
当 期 純 利 益 6,423 6,423
自己株式の取得 ―
自己株式の処分 449 449 △2 △2
自己株式の消却 △5,518 △5,518 ―
利益剰余金から
資本剰余金への振替 5,069 5,069 △5,069 △5,069

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― 20 ― ― ― △2,722 △2,702
当 期 末 残 高 12,533 14,565 ― 14,565 1,337 67 900 800 3,500 34,415 41,020

　
株主資本 評価・換算差額等

新 株
予約権

純資産
合 計自 己

株 式
株 主
資 本
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・
換 算
差額等
合 計

当 期 首 残 高 △10,401 60,420 1,194 1,194 40 61,655
当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の積立 ― ―
固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―
剰 余 金 の 配 当 △4,054 △4,054
当 期 純 利 益 6,423 6,423
自己株式の取得 △930 △930 △930
自己株式の処分 607 1,054 1,054
自己株式の消却 5,518 ― ―
利益剰余金から
資本剰余金への振替 ― ―

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,486 1,486 △4 1,481

当 期 変 動 額 合 計 5,195 2,492 1,486 1,486 △4 3,974
当 期 末 残 高 △5,206 62,913 2,681 2,681 35 65,630
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個 別 注 記 表
　
重要な会計方針に係る事項
　
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 …… 移動平均法による原価基準
その他有価証券
・時価のあるもの ……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）
・時価のないもの ……移動平均法による原価基準

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
個別法または総平均法による原価基準（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）……定率法を採用しています。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用していま
す。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　 建物及び構築物 ３～50年
　 機械装置及び車両運搬具 ２～12年
　 工具、器具及び備品 ２～16年
（少額減価償却資産）取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につ
いては、法人税法の規定に基づき、３年間で均等償却を行っています。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に
基づく定額法によっています。

(3) リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
　
３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 … 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金 … 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計
上しています。

(3) 役員賞与引当金 … 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上
しています。
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(4) 工事損失引当金 … 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工
事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もるこ
とが可能な工事について、損失見込額を計上しています。

(5) 完成工事補償引当金 … 完成工事に係る無償補償費に充てるため、完成工事売上高に対し、将来発
生が見込まれる無償補償費の見積額を計上しています。

(6) 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務およ
び年金資産の見込額に基づき、計上しています。
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
・数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌事業年度から費用処理しています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により費用処理しています。
なお、未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の貸借対照表に
おける取扱いは連結計算書類と異なります。

４．収益及び費用の計上基準
完成工事高および完成工事原価の計上基準
・当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
　 … 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
・その他の工事 … 工事完成基準

５．外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務については、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は当期の損益として処
理しています。

６．消費税等の会計処理………消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

― 17 ―

　



会計上の見積りに関する注記
当社の翌事業年度の計算書類に与える影響が特に大きいと考えられる見積り項目は以下のとおりです。

工事損失引当金
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
工事損失引当金 4,089百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社では、事業年度末における未引渡工事のうち、当該工事の見積原価総額が受注金額を超える可能性が
高く、かつ損失予想額を合理的に見積ることができる場合に、損失見込み額を計上しています。工事の見積
原価総額の算定は、契約内容や過去の同一機種の原価実績など、入手可能な情報から見積ります。算定に用
いる仮定は、契約の変更、施工条件および資材・外注価格の動向など様々な要因により変動するため、継続
的に検証し、見積りの改定を行います。
　これらの見積りの改定や、実際に発生した製造原価が見積りと異なる場合に、翌事業年度の工事損失引当
金や売上総利益の金額に重要な影響を与える可能性があります。

表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度から適
用し、個別注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しています。

追加情報
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
　当社は、2020年11月６日開催の取締役会の決議により、当社従業員に対する中長期的な企業価値向上へのイ
ンセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒
常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」（以下、「本プラ
ン」といいます。）を導入しました。
(1) 取引の概要
　本プランは、「フジテック社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を対象
とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「フジテック社員持株会専用信託」
（以下、「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、今後５年間にわたり持株会が取得すると見込ま
れる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得
します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時
点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適
格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証を
しているため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持
信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

(2) 信託に残存する自社の株式
　従持信託に残存する当社株式を、従持信託における帳簿価額（付随費用を除く。）により、純資産の部に
自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、当事業年度810百万円、362千
株です。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 当事業年度809百万円
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新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りへの影響
　新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社の事業活動に影響を与えておりますが、感染再拡大を繰り返すな
ど、その収束時期を予想することは困難な状況にあります。世界各国でのワクチン普及などの対策が進むこと
で、翌事業年度の後半から収束に向かうとの前提により、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性などの会
計上の見積りを行っています。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 20,374百万円
　
２．保証債務
他の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っています。
（借入金保証）

　 フジテック コリア CO., LTD. 840百万円

（その他支払保証）
　 フジテック アメリカ INC. 245百万円
　 フジテック カナダ INC. 82百万円

327百万円
　
３．関係会社に対する金銭債権債務
　 短期金銭債権 2,421百万円
　 長期金銭債権 907百万円
　 短期金銭債務 311百万円
　 長期金銭債務 885百万円
　
損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営 業 収 益 2,433百万円
営 業 費 用 5,490百万円
営業取引以外の取引高 2,915百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類および総数に関する事項

　

株式の種類 当事業年度期首
株式数（千株)

当事業年度
増加株式数（千株)

当事業年度
減少株式数（千株)

当事業年度末
株式数（千株)

普通株式 8,985 415 5,241 4,159
(注) 当事業年度末の普通株式の自己株式の株式数は、単元未満株式の買取りによる216千株、信託型従業員持株

インセンティブ・プラン（E-Ship）として保有する当社株式362千株および自己株式取得による3,580千株
です。
（変動事由の概要）
　増減数の内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買取りによる増加 0千株
信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）導入による増加 415千株
2020年12月４日開催の取締役会決議による自己株式の消却 4,767千株
2020年11月６日開催の取締役会決議による自己株式の処分 415千株
信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）による当社従業員持株会
への売却による減少 53千株

新株予約権の行使による自己株式の処分 6千株
　

税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
関係会社株式評価損 1,034百万円
退職給付引当金 340百万円
賞与引当金 590百万円
貸倒引当金 35百万円
未払事業税 125百万円
完成工事補償引当金 11百万円
工事損失引当金 1,252百万円
その他 632百万円

　 　繰延税金資産 小計 4,023百万円
評価性引当額 △1,518百万円
　 繰延税金資産 合計 2,504百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,137百万円
繰延税金資産（圧縮積立金） △30百万円
繰延税金負債 合計 △1,167百万円

繰延税金資産の純額 1,336百万円
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関連当事者との取引に関する注記
１．役員および個人主要株主等

(単位：百万円)
　

種類 会社等の名称
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員およびそ
の近親者が議
決権の過半数
を所有する会
社等

サント
株式会社
（注２）

被所有
直接 1.30 不動産の賃借 建物の賃貸借

(注３） 48 敷金 45

　

(注) １．取引金額には消費税等を含めていません。
２．当社の代表取締役社長 内山高一の近親者が議決権の90％を直接所有しています。
３．取引条件および取引条件の決定方針等
賃借料については、近隣の取引価格を参考にして決定しています。

　
２．子会社および関連会社等

(単位：百万円)
　

種類 会社等の名称
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

フジテック
アメリカ
INC.

所有
直接 100.00

当社製品、半製品の販売
資金貸付、債務保証
役員の兼任

資金の貸付
(注１) ― 長期貸付金 885

利息の受取
(注１) 1 流動資産

その他 0

債務保証
(注２) 245 ― ―

フジテック
(HK)
CO., LTD.

所有
直接 100.00

当社製品、半製品の販売
資金借入
役員の兼任

資金の借入
(注３) ― 長期借入金 885

利息の支払
(注３) 1 未払費用 0

華昇富士達
有限公司

所有
直接 60.00

当社製品、半製品の販売
役員の兼任

増資引受
(注４) 1,003 ― ―

フジテック
インディア
PRIVATE
LTD.

所有
直接 81.45
間接 18.55

当社製品、半製品の販売
役員の兼任

増資引受
(注５) 1,028 ― ―

フジテック
サウジアラビア
CO., LTD.

所有
直接 75.00

当社製品、半製品の販売
資金貸付

資金の貸付
(注１) ― 短期貸付金 918

利息の受取
(注１) 13 流動資産

その他 3
　

取引条件および取引条件の決定方針等
(注) １．資金の貸付は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

２．銀行借入等につき、債務保証を行ったもので、保証料は受領していません。
３．資金の借入は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。
４．増資の引受は、同社が行った増資を持分比率に応じて引き受けたものです。
５．増資の引受は、同社が行った増資を全額引き受けたものです。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 808円 40銭
１株当たり当期純利益 79円 21銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 79円 17銭
(注) １株当たり情報の算定上の基礎となる期末の普通株式の数および普通株式の期中平均株式数について、その

計算において控除する自己株式に、信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）として保有する当
社株式を含めています。

(注) 計算書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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